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                                     別紙 

               健診費用算定組合せ表 

 

 

＜留意事項＞ 

１ ヘモグロビン A１c検査について 

  一次健康診断において、既にヘモグロビン A1c検査を受診していた場合には、二次 

 健康診断等給付においては当該検査は支給できない。 

 

２ 負荷心電図検査及び胸部超音波検査については、いずれか一方の支給に限るものと 

 する。 

  なお、負荷心電図検査については「四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12誘導」 

 により実施すること。 

胸部超音波検査については、「経胸壁心エコー法」により実施すること。 

 

３ 微量アルブミン尿検査について 

  一次健康診断において、尿検査の結果が疑陽性（±）又は弱陽性（＋）の場合に限 

 り、二次健康診断において微量アルブミン尿検査を支給できる。 

  微量アルブミン尿検査については、「定量」により実施すること。 

 

４ 特定保健指導を行った場合と行わない場合では、金額が異なるので注意すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ × ○ × ○ × ○ ×

× × × × ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ × × × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × × ○ ○ × ×

32,332 30,244 30,700 28,612 26,332 24,244 24,700 22,612

25,132 23,044 23,500 21,412 19,132 17,044 17,500 15,412
特定保健指導を行わな

い場合の合計額(円）

検査項目 検査の有無

空腹時血糖値検査

空腹時血中脂質検査

ヘモグロビンA1ｃ検査

負荷心電図検査

胸部超音波検査

頸部超音波検査

微量アルブミン尿検査

特定保健指導を行った

場合の合計額(円）




